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１　施策の目的と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）数字は記入しない

ア

イ
ウ

エ
② 意図（対象をどう変えるのか） ④ 成果指標（意図の達成度の指標）数字は記入しない

３ 総事業費・指標等の実績推移と目標値
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２　第２次基本計画期間（平成２３～２７年度）内における取組内容
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第2回国立市市民意識調査で社会参加したいときに自分なりの社会参加ができていますかとの
設問に対して、Ａ「かなりできている」17.0％、Ｂ「部分的にできている」34％、あまりできていない」
28.3%「全くできていない」20.8%でした。「全くできていない」と回答された方の割合を半減させて、
それに加えてＡ、Ｂを上乗せした数値を目標値としました。（※）
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成果指標

 基本計画における
施策の目標設定の根拠

第2回国立市市民意識調査で何らかの仕事に就いていると回答されたしょうがい者は、22.6％で
した。2003(平成15)年～2008(平成20)年度の都全体の就職者数５年間の伸び率は1.22％（ハ
ローワークによる）でした。その数値を上回る目標値を設定しました。

体系 具体的な取組内容

相談内容の充実

就労支援

しょうがい福祉計画に基づき、毎年１人を地域移行した数値を目標値としました。

 基本計画における
施策の目標設定の根拠

ホームヘルプサービス、外出支援など、その人なりに自立した日常生活・社会生活を営むことがで
きるよう、支援を行います。

バリアフリーを促進させ、社会参加を促します。

自立支援協議会を設置します。高次脳機能障害支援員を設置し、相談業務の充実を図ります。

就労支援センターの機能を強化し、しょうがい者の就業率上昇を目指します。一般就労を目標とし
た、しょうがい者チャレンジ雇用事業を実施します。

地域生活支援

社会参加の促進

・しょうがい者

・自ら生き方を選択している
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地域生活をしているしょうがい者の割合
(手帳所持者総数-施設入所者（統計くにたち）/手帳所持者総数

自分なりに社会参加をしていると答えたしょうがい
者の割合

しょうがい者就労率



－２枚目－

４　施策の現状

５　２４年度の評価結果
（1） ２４年度行政経営方針の取組状況

（2） 施策の成果実績把握と評価
①成果指標目標値達成度（目標値と実績値との比較）

成果指標ア 【 】

24年度目標値を達成 未達成 → （ 23年度実績値と比較し成果向上・維持 23年度実績値と比較し成果低下）

成果指標イ 【 】

24年度目標値を達成 未達成 → （ 23年度実績値と比較し成果向上・維持 23年度実績値と比較し成果低下）

成果指標ウ 【 】

24年度目標値を達成 未達成 → （ 23年度実績値と比較し成果向上・維持 23年度実績値と比較し成果低下）

成果指標エ 【 】

24年度目標値を達成 未達成 → （ 23年度実績値と比較し成果向上・維持 23年度実績値と比較し成果低下）

成果指標オ 【 】

24年度目標値を達成 未達成 → （ 23年度実績値と比較し成果向上・維持 23年度実績値と比較し成果低下）

② 時系列比較（過去3ヶ年の比較） A（かなり向上）～E（かなり低下）

③ 他自治体との成果の比較 A（かなり高い）～E（かなり低い）

※背景として考えられること

(3) 施策の全体総括（成果実績やコスト、見直しを要する事務事業等）

６　施策の課題・今後の方向性

(2) この施策に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？

平成２５年４月から権限移譲により、東京都から自立支援医療（育成医療）の移管がされる。
発達しょうがいの支援について、子育て支援課と連携した支援を構築する。
財源の確保については、国、都の補助金を活用して、市の負担を抑える取り組みを引き続き行っていく。
就労支援事業においては、地域開拓促進コーディネーターを配置し、就労率の向上を図る。
障害者総合支援法に基づく、難病患者への支援の充実。

(1) 施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどう変化しているか？

・成果実績について　グループホーム等の新規開設の予定等もあり、しょうがい者が地域で暮らすための支援体制は事業者の努力もあっ
て、充実しつつある。
引き続き、しょうがい者が安心して地域生活できる環境整備の充実が必要と考えている。
障害程度区分認定等のためのしょうがい者への個別調査の中では、しょうがい当事者のサービス利用の実態と利用意向を丁寧に聞き取るよ
うにし、相談、支援に役立てている。
しょうがい者就労支援については、民間企業への就労開拓や作業所等の活用により、地域における就労資源の確保と就労支援の充実を
図った。
・全体的なコストについて　しょうがい福祉サービス費は増加傾向にあるが、国、都の補助金等を活用し、コストを抑え、サービス水準を維持
するよう努力した。

２４年度行政経営方針 取組状況
平成24年度からの「しょうがい者計画」、「しょうがい福祉計画」
に基づく事業展開を進めるとともに、しょうがい者に対する相談
支援体制やホームヘルプサービスなどの充実を図る。
また、発達しょうがい者・児に対する療育事業について、関係
部署が相互に連携しながら早期発見・ライフステージを通じた
支援に向けた仕組みづくりを行っていく。

発達しょうがい者・児に対する療育事業については、子育て支援課が主管課と
なり対応することとなったが、しょうがい者支援の担当として連携して支援にあ
たる。
障害者自立支援法の障害福祉サービス、国立市独自の介護支援事業である
「地域参加型介護サポート」事業については利用の伸びが大きく、扶助費の増
加も大きい。
しょうがい者それぞれの実情に合わせながら適切な支援の支給を行っていく。
しょうがい者計画、しょうがい福祉計画については、策定委員会の議論を経て
市長に答申した。

平成24年4月に障害者自立支援法が一部改正され、視覚障害者向けの移動支援である「同行援護」が新設されるなど変更があった。
また、平成24年10月には障害者虐待防止法が施行され、しょうがい者虐待防止センター窓口を設置することとなった。
また地域福祉計画の一部に位置づけられる、しょうがい者計画、しょうがい福祉計画を平成24年度で策定したところである。
今後はしょうがい者計画、しょうがい福祉計画に基づいた施策目標の実現に向けた取り組みが必要とされる。
平成２５年４月からは障害者自立支援法が廃止され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援
法）が成立した。
障害者の範囲に難病患者が加えられるなど、新たな対応が必要となってくる。

しょうがいしゃ計画、しょうがい福祉計画の策定にあたっての議論のなかでは市民委員から障害者支援の制度の周知について
徹底し、支援が受けられない人がでないようにとの要望があった。

①ア…保護者等の介護により地域生活していた重度のしょうがい者が保護者の高齢化により地域生活の継続が
困難となり、施設入所となった。
①イ…矢川駅のエレベーター設置などのバリアフリー化の推進。しょうがい者向けのメール配信を平成２３年度から
開始。
①ウ…新規の就労支援は定着したため、継続した就労支援により実績としては横ばいである。
②…しょうがい者の就労支援事業を市が直営でおこなうようになった。（平成２３年度）
③…他市と同様の事業を実施しながらも、しょうがい者チャレンジ雇用の実施等国立市独自の事業も行っている。

地域生活をしているしょうがい者の割合(手帳所持者総数-施設入所者（統計くにたち）/手帳所持者総数

自分なりに社会参加をしていると答えたしょうがい者の割合

しょうがい者就労率

B:成果がどちらかと言えば向上した

B:他自治体と比べてどちらかと言えば高い成果水準である


	１枚目
	２枚目

